
那須塩原市国民健康保険税減免取扱規則 

（趣旨） 

第１条 この規則は、那須塩原市国民健康保険税条例（平成１７年那須塩原市

条例第６６号。以下「条例」という。）第２７条第１項に基づく国民健康保

険税（以下「保険税」という。）の減額又は免除（以下「減免」という。）

の手続等に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとす

る。 

（減免の事由） 

第２条 市長は、保険税の納税義務者（以下「納税義務者」という。）が次の

いずれかに該当すると認める場合は、当該納税義務者が納付すべき保険税を

減額し、又は免除する。 

 ⑴ 次のアからウまでのいずれかに該当し、かつ、その者の世帯の構成、平

均月収額（生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）の規定による保護の

要否判定に用いられる収入認定額をいう。）、当該年分の収入見込額（給

与、各種年金、退職金、補償金等の収入を含む。）、前年の所得の状況、

資産の状況、損害の程度等を考慮して保険税を納付することが著しく困難

な場合 

  ア 震災、風水害、火災その他の災害により、納税義務者又はその世帯に

属する国民健康保険被保険者（以下「納税義務者等」と総称する。）の

所有する住宅又は家財に受けた損害金額の合計額（保険金、損害賠償金

その他これらに類するものにより補塡される金額を除く。）が住宅又は

家財の取得価格の１００分の３０以上であり、かつ、当該世帯の合計所

得金額（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２９２条第１項第１

３号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。）が１ , ０００万円以



下である場合（故意に災害を発生させた場合を除く。） 

イ 現に貧困により生活のため公私の扶助を受けている場合 

ウ 失業、事業等の廃止（法人の設立によるものは、除く。）、事業不振

等により、納税義務者等の当該年の所得（退職所得、山林所得、譲渡所

得その他の一時的な所得を除く。以下同じ。）が前年の所得より著しく

減少し、又は減少が見込まれる場合 

⑵ 納税義務者等が国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第５９条

第１項の収容又は同条第２項の拘禁を受けた場合 

⑶ 前２号に類する事由があると市長が認める場合 

（減免の割合等） 

第３条 市長は、次の各号に掲げる納税義務者の区分に応じ、当該各号に定め

るところにより、納期限未到来の当該年度分の保険税を減額し、又は免除す

る。 

⑴ 前条第１号アに該当する納税義務者 次の表に掲げる前年の合計所得額

の区分ごとに納税義務者等の住宅又は家財が受けた損害の程度に応じ、そ

れぞれ同表に定める減免の割合を当該納税義務者等が属する世帯の保険税

の額に乗じて得た額を減額する。 

前年の合計所得金額 損害の程度    減免の割合 

５００万円以下 

１００分の３０以上 

１００分の５０未満 

１００分の５０ 

１００分の５０以上 １００分の１００ 

７５０万円以下 
１００分の３０以上 

１００分の５０未満 

１００分の２５ 



１００分の５０以上 １００分の５０ 

１，０００万円以下１００分の３０以上 １００分の１２ . ５ 

 １００分の５０未満  

 １００分の５０以上 １００分の２５ 

注 損害の程度の認定については、消防署、警察署等の定める認定基準に

よる。 

⑵ 前条第１号イに該当する納税義務者 当該納税義務者が同号イに該当す

る事由となった扶助を受けている期間に到来する納期において納付すべき

保険税額の全額を免除する。 

⑶ 前条第１号ウに該当する納税義務者 次の表に掲げる前年の納税義務者

等の所得の合計金額の区分ごとに当該納税義務者等の所得減少の程度に応

じ、同表に定める減免の割合を当該納税義務者の属する世帯の保険税額の

所得割額に乗じて得た額を減額し、又は免除する。 

前年の納税義務者等 

の合計所得金額 

所得減少の程度 減免の割合 

２００万円以下 

１００分の１００ １００分の１００ 

１００分の７０以上 

１００分の１００未満 

１００分の７０ 

１００分の５０以上 

１００分の７０未満 

１００分の５０ 

１００分の３０以上 

１００分の５０未満 

１００分の３０ 

３００万円以下 １００分の１００ １００分の１００ 



１００分の７０以上 

１００分の１００未満 

１００分の５０ 

１００分の５０以上 

１００分の７０未満 

１００分の３０ 

１００分の３０以上 

１００分の５０未満 

１００分の１０ 

４００万円以下 

１００分の１００ １００分の１００ 

１００分の７０以上 

１００分の１００未満 

１００分の３０ 

１００分の５０以上 

１００分の７０未満 

１００分の１０ 

1 ００分の３０以上 

 

零 

 １００分の５０未満  

⑷ 前条第２号に該当する納税義務者 納税義務者等が同号の規定に該当す

ることとなった事由の発生した日が属する月から当該事由がなくなった日

が属する月の前月までの当該納税義務者等に係る保険税額の全額を免除す

る。 

⑸ 前条第３号に該当する納税義務者 その実情に応じ保険税額を減額し、

又は免除する。 

（減免の割合等の適用） 

第４条 当該納税義務者が第２条第１号アからウまで又は第３号に規定する場

合に重複して該当するときは、最も保険税額の減免の割合等が大きいものに

該当する者として前条の規定を適用する。 



（減免の申請） 

第５条 保険税の減免を受けようとする納税義務者（以下「申請者」という。）

は、市長が必要と認める場合には、国民健康保険税減免申請書（様式第１号）

を市長に提出しなければならない。 

２ 申請者は、第２条第２号に規定する事由により保険税の免除を申請する場

合を除き、資産等調査同意書（様式第２号）を市長に提出しなければならな

い。 

（減免の決定通知） 

第６条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、申請者の資産等の状況

を調査し、減免の可否を決定する。 

２ 市長は、保険税を減額し、又は免除する場合には、国民健康保険税減免承

認通知書（様式第３号）により、申請者に通知するものとする。 

３ 市長は、保険税を減額し、又は免除しない場合には、国民健康保険税減免

不承認通知書（様式第４号）により、申請者に通知するものとする。 

（減免事由消滅の申告） 

第７条 条例第２７条第３項の規定による減免事由消滅の申告の様式は、国民

健康保険税減免事由消滅申告書（様式第５号）とする。 

（減免の取消し） 

第８条 市長は、虚偽の申請その他不正の行為により減免の措置を受けた者が

あるときは、当該減免を取り消し、当該取消しの日の前日までの間に減免に

より支払を免れた保険料額とそれに係る延滞金を徴収するものとする。 

２ 市長は、条例第２７条第３項の規定による申告があったとき、又は減免を

受けた者の資力の回復その他事情の変化により減免事由が消滅したことを確

認したときは、当該減免事由が消滅した日以後に納期限が到来する納期分の



税額に係る減免を取り消すものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により減免を取り消すときは、国民健康保険税減免

取消通知書（様式第６号）により通知しなければならない。 

（その他） 

第９条 この規則に定めるもののほか、保険税の減免の手続に必要な事項は、

市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険税の減免の特例） 

２ 条例附則第１５項の規定による保険税の減免は、次に掲げるとおりとする。 

⑴ 条例附則第１５項第１号の納税義務者に対する保険税額 全額 

⑵ 条例附則第１５項第２号の納税義務者は、次のアからウまでのいずれに

も該当するものとし、次の表の対象保険税額に、前年の合計所得金額の区

分に応じ、減免の割合を乗じて得た額を減額し、又は免除する。 

ア 事業収入等のいずれかの減少額（保険金、損害賠償等により補塡され

るべき金額があるときは、当該金額を控除した額）が前年の当該事業収

入等の額の１００分の３０以上であること。 

イ 主たる生計維持者の前年の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第

３１４条の２第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民

健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号。以下「令」という。）

第２７条の２第１項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金

額（地方税法第３１４条の２第１項各号及び第２項の規定の適用がある

場合には、その適用前の金額）の合計額が１，０００万円以下であるこ



と。 

ウ 主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以

外の前年の所得の合計額が４００万円以下であること。 

対象保険税額＝Ａ×Ｂ／Ｃ 

被保険者の属する世

帯の生計を主として

維持する者（以下

「主たる生計維持 

減免の割合 

 

者」という 。） の前

年の合計所得金額 

 

Ａ：当該世帯の保険税額 

Ｂ：減少することが見込まれる

事業収入等（条例附則第１

５項第２号の収入をいう。

以下同じ。）に係る前年の

所得額（減少することが見

込まれる事業収入等が２以

上ある場合はその合計額）

Ｃ：納税義務者等の前年の合計

所得金額 

３００万円以下 １００分の１００

４００万円以下 １００分の８０ 

５５０万円以下 １００分の６０ 

７５０万円以下 １００分の４０ 

１，０００万円以下１００分の２０ 

注１ 失業、事業等の廃止に伴い事業収入等が減少する場合には、前年の

合計所得金額にかかわらず、減免の割合は、１００分の１００とす

る。 

注２ 令第２９条の７の２第２項に規定する特例対象被保険者等（以下



「非自発的失業者」という。）に該当することにより、現行の非自発

的失業者の国民健康保険税軽減制度の対象となる者に対する減免につ

いては、別に定める。 

（那須塩原市国民健康保険税条例施行規則の一部改正） 

３ 那須塩原市国民健康保険税条例施行規則（平成１７年那須塩原市規則第５

３号）の一部を次のように改正する。 

  別表中国民健康保険税減免申請書の項から国民健康保険税減免決定通知書

の項までを削る。 

 

 

 

 


